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①「計画第 5 章 子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制」の評価 

１ 教育・保育の量の見込みと提供体制●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

(1)幼稚園及び認定こども園(幼稚園機能部分) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

【事業概要】 

「幼稚園教育要領」や「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」に基づき、幼児期の学校

教育を行う事業です。 

 

【ニーズ量・計画量及び実績】 
 

 
令和 2 年度 

(2020 年度) 

令和 3 年度 

(2021 年度) 

令和 4 年度 

(2022 年度) 

令和 5 年度 

(2023 年度) 

令和 6 年度 

(2024 年度) 

令和 7 年度 

(2025 年度) 

ニーズ量Ⓐ 2,910 人 2,921 人 2,867 人 2,829 人 2,770 人 2,601 人 

 1 号認定 1,862 人 1,869 人 1,833 人 1,808 人 1,768 人 1,638 人 

 2 号認定(学校教育の利用希

望) 
928 人 932 人 914 人 901 人 882 人 807 人 

 市外調整 120 人 120 人 120 人 120 人 120 人 156 人 

計画上の提供量 3,703 人 3,703 人 3,638 人 3,638 人 3,638 人 3,072 人 

 ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ 

実際の提供量(定員)  3,518 人 3,518 人 3,518 人 3,253 人 3,102 人 3,072 人 

利用児童数Ⓑ 3,258 人 3,145 人 2,988 人 2,740 人 2,616 人 2,468 人 

乖離率(ⒷーⒶ／Ⓐ) 11.96% 7.67％ 4.22％ ▲3.15％ ▲5.56％ ▲5.11％ 

 

※「ニーズ量」は利用希望者数の見込み、「計画上の提供量」は利用定員数の見込みを表しています。(各年度４月１日時

点) 

※「市外調整」は、私立幼稚園等の市内外の流入出数[平成 27 年度(2015 年度)～令和元年度(2019 年度)の実績]から算出

しています。 

※「実際の提供量(定員)」は、４月１日時点の市内施設の提供量(定員)を表しています。 

※「利用児童数」は、４月１日時点（私学助成を受ける私立幼稚園及び公立幼稚園は５月１日時点）の市内施設の利用者

数(他市民の利用者数を含む)を表しています。 

 

担当課の評価(令和 6 年度[令和 6 年度末まで]の成果等を記入) 担当課 教育保育課 

計画上の提供量と実際の提供量（定員）は同数であり、需要は満たしている。 
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(2)保育所、地域型保育事業及び認定こども園(保育所機能部分) ■ ■ ■ ■ 

【事業概要】 

「保育所保育指針」や「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」に基づき、乳幼児期

の保育を行う事業です。 

 

【ニーズ量・計画量及び実績】 
 

 
令和 2 年度 

(2020 年度) 

令和 3 年度 

(2021 年度) 

令和 4 年度 

(2022 年度) 

令和 5 年度 

(2023 年度) 

令和 6 年度 

(2024 年度) 

令和 7 年度 

(2025 年度) 

ニーズ量Ⓐ 3,619 人 3,735 人 3,824 人 3,932 人 4,026 人 4,235 人 

 2 号認定(保育の利用希望) 1,854 人 1,905 人 1,912 人 1,928 人 1,928 人 2,384 人 

 3 号認定 1,722 人 1,787 人 1,869 人 2,055 人 1,961 人 1,851 人 

 市外調整 43 人 43 人 43 人 43 人 43 人 36 人 

計画上の提供量 3,556 人 3,736 人 3,836 人 3,956 人 4,076 人 4,227 人 

 
2 号認定(保育の利用希望) 1,860 人 1,941 人 1,978 人 2,078 人 2,028 人 2,302 人 

3 号認定 1,696 人 1,795 人 1,858 人 1,998 人 1,928 人 1,925 人 

 ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ 

実際の提供量(定員) ★ 3,526 人 3,607 人 3,777 人 3,997 人 4,096 人 4,227 人 

利用児童数Ⓑ 3,625 人 
3,735 人

(注) 
3,872 人 4,088 人 4,186 人 4,324 人 

各年度４/１時点の待機児童数 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

乖離率(ⒷーⒶ／Ⓐ) 0.17% 0.00％ 1.26％ 3.97％ 3.97％ 2.10％ 

 

※「ニーズ量」は利用希望者数の見込み、「計画上の提供量」は利用定員数の見込みを表しています。(各年度４月１日時

点)「ニーズ量」には、市外施設を利用する伊丹市民の数を含みません。 

※「市外調整」は、保育所、地域型保育事業及び認定こども園の市外からの流入数[平成 27 年度(2015 年度)～令和元年度

(2019 年度)の実績]から算出しています。 

※「実際の提供量(定員)」は、４月１日時点の市内施設の提供量(定員)を表しています。 

※「利用児童数」は、４月１日時点の市内施設の利用者数(他市民の利用者数を含む)を表しています。 

(注) 令和 3年度「利用児童数」について、前年度評価時点にて「3,731 人」と報告したところ、「3,735 人」に訂正。 

 

★ニーズ量に対する提供量の不足量については、定員の弾力運用により、保育士配置基準及び面積基準を満たす範囲で定

員を増やして対応します。 

 

担当課の評価(令和 6 年度[令和 6 年度末まで]の成果等を記入) 担当課 教育保育課 

令和 6 年度は民間保育所の誘致により、保育所定員の拡大したものの、令和 7 年 4 月 1 日のニ

ーズ量が実際の提供量を上回ったことから、弾力運用により、実際の提供量を上回る児童を受

け入れ、平成 29 年度より 9 年連続して年度当初の待機児童ゼロを達成した。 
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２ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制●●●●●●●●●●● 

(1)利用者支援事業 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

【事業概要】 

以下の 3 類型の事業連携による妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を目指します。 

・基本型       ：教育・保育施設や地域の子育て支援事業などを円滑に利用できるよ

う、身近な実施場所で子育て情報を提供し、必要に応じて相談・助言

などの支援を行います。 

・特定型       ：保育ｻｰﾋﾞｽに関する相談、情報提供や利用に向けた支援を行います。 

・こども家庭センター型：妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援及び

全てのこどもと家庭に対して、虐待への予防的な対応から個々の家

庭に応じた支援まで、切れ目なく対応します。  

 

【計画量及び実績】 
 

 
令和 2 年度 

(2020 年度) 

令和 3 年度 

(2021 年度) 

令和 4 年度 

(2022 年度) 

令和 5 年度 

(2023 年度) 

令和 6 年度 

(2024 年度) 

実 施 箇 所 数 

( 確 保 方 策 ) 
3 箇所 3 箇所 3 箇所 3 箇所 3 箇所 

 ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ 

実 施 箇 所 数 

( 実 績 ) 

3 箇所 

基 本 型 1 箇所 

特 定 型 1 箇所 

母子保健型 1 箇所 
 

3 箇所 

基 本 型 1 箇所 

特 定 型 1 箇所 

母子保健型 1 箇所 
 

3 箇所 

基 本 型 1 箇所 

特 定 型 1 箇所 

母子保健型 1 箇所 
 

3 箇所 

基 本 型 1 箇所 

特 定 型 1 箇所 

母子保健型 1 箇所 
 

3 箇所 

基 本 型 1 箇所 

特 定 型 1 箇所 

こども家庭 

センター型 

1 箇所 

 

 

 

担当課の評価(令和 6 年度[令和 6 年度末まで]の成果等を記入) 担当課 
次世代育成課･教育保育課・
母子保健課・こども福祉課 

母子保健型から、母子保健機能と児童福祉機能による一体的支援を行うため、母子保健課とこ

ども福祉課で担当するこども家庭センター型が創設され、担当課は 4課となった。 

基本型では、地域子育て相談機関を設置したうえで、相談者の幅を広げて妊娠期から 18歳まで

のこどもや保護者の相談対応を行った。また、基本型・特定型の共同による就学前施設入所前

説明会や市民向け講座を行った。 

例年通り 3 類型の担当者による対面の連携会議を実施することに加え、各担当類型間で必要に

応じた連絡会議を開催し、グループウェアの活用により即時性のある情報共有を行った。 
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(2)時間外保育事業(保育所等における延長保育) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

【事業概要】 

保護者の就労形態の多様化や通勤時間の増加などに対応するため、保育時間の延長を必要

とする子どもに対して保育を行う事業です。 

 

【ニーズ量・計画量及び実績】 
 

 
令和 2 年度 

(2020 年度) 

令和 3 年度 

(2021 年度) 

令和 4 年度 

(2022 年度) 

令和 5 年度 

(2023 年度) 

令和 6 年度 

(2024 年度) 

1 か 月 あ た り の 

ニ ー ズ 量 Ⓐ 
546 人 541 人 532 人 526 人 520 人 

実 施 箇 所 数 

( 確 保 方 策 ) 
43 箇所 46 箇所 48 箇所 50 箇所 52 箇所 

1 か 月 あ た り の 

計 画 上 の 提 供 量 
546 人 541 人 532 人 526 人 520 人 

 ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ 

実 施 箇 所 数 

( 実 績 ) 
43 箇所 44 箇所 46 箇所 48 箇所 50 箇所 

1 か 月 あ た り の 

実 際 の 提 供 量 Ⓑ 
476 人 477 人 484 人 505 人 456 人 

乖離率(ⒷーⒶ／Ⓐ) ▲12.82% ▲11.83％ ▲9.02％ ▲3.99％ ▲12.31％ 

     

 

※「ニーズ量」は利用見込み量、「計画上の提供量」は第２期計画における提供見込み量を表しています。 

 

担当課の評価(令和 6 年度[令和 6 年度末まで]の成果等を記入) 担当課 教育保育課 

提供量は計画を下回ったものの、需要を満たすサービスを提供することができた。 
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(3)放課後児童健全育成事業(放課後児童くらぶ) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

【事業概要】 

保護者の就労などにより、放課後、家庭において保育を受けられない児童を対象に、授

業が終わった後の居場所を提供し、指導員の活動支援のもと児童の健全育成を図る事業で

す。平日の放課後のほか、土曜日、夏休みなどの長期休業中にも実施します。 

 

【ニーズ量・計画量及び実績】 
 

 令和 2 年度 

(2020 年度) 

令和 3 年度 

(2021 年度) 

令和 4 年度 

(2022 年度) 

令和 5 年度 

(2023 年度) 

令和 6 年度 

(2024 年度) 

ニ ー ズ 量 Ⓐ 1,560 人 1,540 人 1,542 人 1,536 人 1,534 人 

 1 年 生 393 人 391 人 405 人 391 人 397 人 

2 年 生 440 人 441 人 440 人 455 人 439 人 

3 年 生 367 人 349 人 350 人 348 人 360 人 

4 年 生 189 人 188 人 178 人 179 人 178 人 

5 年 生 103 人 102 人 101 人 96 人 96 人 

6 年 生 68 人 69 人 68 人 67 人 64 人 

計 画 上 の 提 供 量 1,560 人 1,540 人 1,542 人 1,536 人 1,534 人 

 ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ 

実 際 の 提 供 量 Ⓑ 1,460 人 1,484 人 1,628 人 1,722 人 1,837 人 

乖離率(ⒷーⒶ／Ⓐ) ▲6.41％ ▲3.64％ 5.58％ 12.10％ 19.75％ 

     

 

※「ニーズ量」は年間の利用見込み量、「計画上の提供量」は第２期計画における年間の提供見込み量を表しています。 

 

担当課の評価(令和 6 年度[令和 6 年度末まで]の成果等を記入) 担当課 次世代育成課 

計画を大幅に上回る需要があったが、すべてを受け入れることが出来た。令和６年度から始め

た民間事業者の誘致を引き続き積極的に行い、適切な受け入れ体制を整えることを目指す。 
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(4)子育て短期支援事業(ショートステイ事業) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

【事業概要】 

保護者の疾病や仕事などにより、家庭において養育を受けることが一時的に困難になっ

た児童について、施設で必要な保護を行う事業です。宿泊を伴う養育・保護が可能である

ため、夜間の対応も可能です。 

 

【ニーズ量・計画量及び実績】 
(人日：年間の延べ利用者数) 

 
令和 2 年度 

(2020 年度) 

令和 3 年度 

(2021 年度) 

令和 4 年度 

(2022 年度) 

令和 5 年度 

(2023 年度) 

令和 6 年度 

(2024 年度) 

ニ ー ズ 量 Ⓐ 155 人日 153 人日 152 人日 150 人日 149 人日 

実 施 箇 所 数 

( 確 保 方 策 ) 
6 箇所 6 箇所 6 箇所 6 箇所 6 箇所 

計 画 上 の 提 供 量 155 人日 153 人日 152 人日 150 人日 149 人日 

 ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ 

実 際 の 提 供 量 Ⓑ 130 人日 52 人日 165 人日 436 人日 302 人日 

乖離率(ⒷーⒶ／Ⓐ) ▲16.13％ ▲66.01％ 8.55％ 190.66％ 102.68％ 

     

 

※「ニーズ量」は年間の利用見込み量、「計画上の提供量」は第２期計画における年間の提供見込み量を表しています。 

 

担当課の評価(令和 6 年度[令和 6 年度末まで]の成果等を記入) 担当課 こども福祉課 

ショートステイを必要とする市民の要望に答えることができた。近隣施設での受け入れができ

ない場合、遠方の施設も含め、受け入れ施設を確保することができた。 
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(5)乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

【事業概要】 

生後 4か月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、乳児及びその保護者の心身の状況

ならびに養育環境の把握を行い、子育てに関する情報提供を行うとともに、支援が必要な

家庭に対して適切なサービスの提供に結びつける事業です。 

 

【ニーズ量・計画量及び実績】 
 

 
令和 2 年度 

(2020 年度) 

令和 3 年度 

(2021 年度) 

令和 4 年度 

(2022 年度) 

令和 5 年度 

(2023 年度) 

令和 6 年度 

(2024 年度) 

ニ ー ズ 量 Ⓐ 1,551 人 1,534 人 1,524 人 1,519 人 1,513 人 

計 画 上 の 提 供 量 1,551 人 1,534 人 1,524 人 1,519 人 1,513 人 

 ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ 

実 際 の 提 供 量 Ⓑ 1,248 人 977 人 1,256 人 1,251 人 1,229 人 

乖離率(ⒷーⒶ／Ⓐ) ▲19.54％ ▲36.31％ ▲17.59％ ▲17.64％ ▲18.77％ 

     

 

※「ニーズ量」は年間の利用見込み量、「計画上の提供量」は第２期計画における年間の提供見込み量を表しています。 

 

担当課の評価(令和 6 年度[令和 6 年度末まで]の成果等を記入) 担当課 こども福祉課 

令和 6 年度からは、伊丹市が本事業を直接実施することとなったが、これまでと同様に、乳児

のいる家庭の実態把握を行うことができた。しかし、近年の出生数の減少により訪問対象者が

減少したため、計画上見込んでいた提供量には達しなかった。 
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(6)要保護児童等の支援に資する事業(養育支援訪問事業など) ■ ■ ■ ■ ■  

【事業概要】 

養育支援が特に必要な家庭を訪問して、保護者の育児、家事などの養育能力を向上させ

るための支援(相談支援、育児・家事援助など)を行う事業です。 

 

【ニーズ量・計画量及び実績】 
 (人回：年間の延べ利用回数) 

 
令和 2 年度 

(2020 年度) 

令和 3 年度 

(2021 年度) 

令和 4 年度 

(2022 年度) 

令和 5 年度 

(2023 年度) 

令和 6 年度 

(2024 年度) 

ニ ー ズ 量 Ⓐ 662 人回 662 人回 662 人回 662 人回 662 人回 

計 画 上 の 提 供 量 662 人回 662 人回 662 人回 662 人回 662 人回 

 ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ 

実 際 の 提 供 量 Ⓑ 620 人回 557 人回 374 人回 635 人回 471 人回 

乖離率(ⒷーⒶ／Ⓐ) ▲6.34％ ▲15.83％ ▲43.50％ ▲4.07％ ▲28.85％ 

     

 

※「ニーズ量」は年間の利用見込み量、「計画上の提供量」は第２期計画における年間の提供見込み量を表しています。 

 

担当課の評価(令和 6 年度[令和 6 年度末まで]の成果等を記入) 担当課 こども福祉課･母子保健課 

児童福祉法改正に伴い、育児・家事援助を子育て世帯訪問支援事業として実施した。提供量は、

子育て世帯訪問支援事業が 95回、養育支援訪問事業が 376 回であった。計画上の提供量に達す

ることができなかったが、支援を必要とする家庭のニーズに応じてヘルパー等が訪問し、適切

な支援を提供したことにより、虐待の未然防止を図ることができた。 
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(7)地域子育て支援拠点事業(むっくむっくルームなど) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

【事業概要】 

就学前児童及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、

情報の提供、助言その他の援助を行う事業です。 

 

【ニーズ量・計画量及び実績】 
            (人回：子ども(0～2 歳)の年間の延べ利用回数) 

 
令和 2 年度 

(2020 年度) 

令和 3 年度 

(2021 年度) 

令和 4 年度 

(2022 年度) 

令和 5 年度 

(2023 年度) 

令和 6 年度 

(2024 年度) 

ニ ー ズ 量 Ⓐ 40,815 人回 39,904 人回 39,473 人回 39,209 人回 39,035 人回 

実 施 箇 所 数 

( 確 保 方 策 ) 
8 箇所 8 箇所 8 箇所 8 箇所 8 箇所 

計 画 上 の 提 供 量 40,815 人回 39,904 人回 39,473 人回 39,209 人回 39,035 人回 

 ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ 

実 際 の 提 供 量 Ⓑ 21,829 人回 27,661 人回 29,616 人回 32,694 人回 35,055 人回 

乖離率(ⒷーⒶ／Ⓐ) ▲46.52％ ▲30.68％ ▲24.97％ ▲16.62％ ▲10.20％ 

     

 

※「ニーズ量」は年間の利用見込み量、「計画上の提供量」は第２期計画における年間の提供見込み量を表しています。 

 

担当課の評価(令和 6 年度[令和 6 年度末まで]の成果等を記入) 担当課 次世代育成課 

Instagram を活用した広報や様々な講座を通じて事業周知に努め、利用実績が増加した。 
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(8)－1 一時預かり事業(幼稚園等在園児対象の一時預かり) ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

【事業概要】 

幼稚園や認定こども園の在園児を対象として一時預かり保育を行う事業です。 

 

【ニーズ量・計画量及び実績】 
            (人日：年間の延べ利用者数) 

 
令和 2 年度 

(2020 年度) 

令和 3 年度 

(2021 年度) 

令和 4 年度 

(2022 年度) 

令和 5 年度 

(2023 年度) 

令和 6 年度 

(2024 年度) 

ニ ー ズ 量 Ⓐ 77,876 人日 78,182 人日 76,653 人日 75,606 人日 73,962 人日 

 

幼稚園等における 
在園児を対象と 
した一時預かり 

31,377 人日 31,500 人日 30,884 人日 30,462 人日 29,800 人日 

2 号認定による 
定期的な利用 

46,499 人日 46,682 人日 45,769 人日 45,144 人日 44,162 人日 

計 画 上 の 提 供 量 77,876 人日 78,182 人日 76,653 人日 75,606 人日 73,962 人日 

 ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ 

実 際 の 提 供 量 Ⓑ 108,116 人日 121,656 人日 129,081 人日 114,209 人日 126,850 人日 

乖 離 率 ( Ⓑ ー Ⓐ ／ Ⓐ ) 38.83％ 55.61％ 68.40％ 51.11％ 71.51％ 

     

   

※「ニーズ量」は年間の利用見込み量、「計画上の提供量」は第２期計画における年間の提供見込み量を表しています。 

 

担当課の評価(令和 6 年度[令和 6 年度末まで]の成果等を記入) 担当課 教育保育課 

計画を上回る利用者があったものの、需要を満たすサービスを提供することができた。 
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(8)－2 その他の一時預かり事業(保育所等、育児ファミリー・サポート・センター) ■ ■ ■ ■  

【事業概要】 

〈保育所等〉 

保護者が冠婚葬祭や育児疲れなどの理由により、一時的に家庭での保育が困難な子ども

について、主として昼間、保育所等で預かる事業です。 

〈育児ファミリー・サポート・センター〉 

育児の援助を行う者と受ける者を会員として登録・紹介し、会員の相互援助活動を支援 

する事業です。 
  

【ニーズ量・計画量及び実績】 
            (人日：年間の延べ利用者数) 

 
令和 2 年度 

(2020 年度) 

令和 3 年度 

(2021 年度) 

令和 4 年度 

(2022 年度) 

令和 5 年度 

(2023 年度) 

令和 6 年度 

(2024 年度) 

ニ ー ズ 量 Ⓐ 2,346 人日 2,325 人日 2,289 人日 2,266 人日 2,235 人日 

保育所等 

実施箇所数

(確保方策) 
22 箇所 22 箇所 22 箇所 22 箇所 22 箇所 

計画上の

提 供 量 
1,094 人日 1,084 人日 1,067 人日 1,056 人日 1,042 人日 

育児
ファミリー・
サポート・
センター 

計画上の

提 供 量 
1,252 人日 1,241 人日 1,222 人日 1,210 人日 1,193 人日 

計画上の提供量計 2,346 人日 2,325 人日 2,289 人日 － － 

  ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ 

保育所等 

実施箇所数

(実績) 
15 箇所 18 箇所 22 箇所 23 箇所 23 箇所 

実 際 の 

提 供 量 
395 人日 555 人日 870 人日 907 人日 1,278 人日 

育児 
ファミリー・
サポート・
センター 

実 際 の 

提 供 量 
1,449 人日 1,090 人日 1,258 人日 1,352 人日 1,393 人日 

実際の提供量計Ⓑ 1,844 人日 1,645 人日 2,128 人日 2,259 人日 2,671 人日 

乖離率(ⒷーⒶ／Ⓐ) ▲21.40％ ▲29.25％ ▲7.03％ ▲0.31％ 19.51％ 

     

 

※「ニーズ量」は年間の利用見込み量、「計画上の提供量」は第２期計画における年間の提供見込み量を表しています。 

 

担当課の評価(令和 6 年度[令和 6 年度末まで]の成果等を記入) 担当課 次世代育成課・教育保育課 

保育所等実施分、育児ファミリー・サポート・センター実施分ともに、計画値を上回るサービ

スを提供することができた。 
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(9)子育て援助活動支援事業(育児ファミリー・サポート・センター) ■ ■ ■ ■  

【事業概要】 

育児の援助を行う者と受ける者を会員として登録・紹介し、会員の相互援助活動を支援

する事業です。 

 

【ニーズ量・計画量及び実績】 
            (人日：年間の延べ利用者数)  

 
令和 2 年度 

(2020 年度) 

令和 3 年度 

(2021 年度) 

令和 4 年度 

(2022 年度) 

令和 5 年度 

(2023 年度) 

令和 6 年度 

(2024 年度) 

ニ ー ズ 量 Ⓐ 937 人日 926 人日 922 人日 914 人日 910 人日 

計 画 上 の 提 供 量 937 人日 926 人日 922 人日 914 人日 910 人日 

 ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ 

実 際 の 提 供 量 Ⓑ 629 人日 659 人日 411 人日 452 人日 573 人日 

乖離率(ⒷーⒶ／Ⓐ) ▲32.87％ ▲28.83％ ▲55.42％ ▲50.55％ ▲37.03％ 

     

 

※「ニーズ量」は年間の利用見込み量、「計画上の提供量」は第２期計画における年間の提供見込み量を表しています。 

 

担当課の評価(令和 6 年度[令和 6 年度末まで]の成果等を記入) 担当課 次世代育成課 

Youtube を活用して動画で事業の周知を図るなど広報に努め、援助を受けることを希望する者

（依頼会員）は微増しているものの、援助を行う者（提供会員）が転居や高齢化等の理由によ

り減少しているため、マッチングが困難であった。また、マッチング後のキャンセル等もあり、

計画値を下回った。 

 

 

  

12



(10)病児・病後児保育事業 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

【事業概要】 

保護者が、就労などの理由により病気や病気回復期の児童を保育できない場合に、病院・

保育所等に付設された専用スペースなどにおいて預かる事業です。 

 

【ニーズ量・計画量及び実績】 
            (人日：年間の延べ利用者数)  

 
令和 2 年度 

(2020 年度) 

令和 3 年度 

(2021 年度) 

令和 4 年度 

(2022 年度) 

令和 5 年度 

(2023 年度) 

令和 6 年度 

(2024 年度) 

ニ ー ズ 量 Ⓐ 475 人日 516 人日 554 人日 593 人日 630 人日 

実 施 箇 所 数 

( 確 保 方 策 ) ★ 
2 箇所 2 箇所 2 箇所 2 箇所 2 箇所 

計 画 上 の 提 供 量 475 人日 516 人日 554 人日 593 人日 630 人日 

 ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ 

実 際 の 提 供 量 Ⓑ 35 人日 20 人日 27 人日 128 人日 177 人日 

乖離率(ⒷーⒶ／Ⓐ) ▲92.63％ ▲96.12％ ▲95.13％ ▲78.41％ ▲71.90％ 

     

 

※「ニーズ量」は年間の利用見込み量、「計画上の提供量」は第２期計画における年間の提供見込み量を表しています。 

 

★増加するニーズ量に対応できるよう、保護者の利便性を高めるとともに、提供体制の確保に努めます。 

 

担当課の評価(令和 6 年度[令和 6 年度末まで]の成果等を記入) 担当課 教育保育課 

提供量は、計画上の提供量に達することができなかったが、令和 5 年度中に新型コロナウイル

ス感染症の影響により厳格化していた受入基準について、実施施設のうち 1 箇所で緩和したこ

と等により、昨年度より多くのニーズに対応できた。 
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(11)妊婦に対して健康診査を実施する事業(妊婦健康診査) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

【事業概要】 

母子保健法第 13 条に基づき、妊婦及び胎児の健康増進、妊婦の生活習慣改善を目的とし

て健康診査を行う事業です。 

 

【ニーズ量・計画量及び実績】 
            (人日：妊婦健康診査にかかる年間の延べ助成回数)  

 
令和 2 年度 

(2020 年度) 

令和 3 年度 

(2021 年度) 

令和 4 年度 

(2022 年度) 

令和 5 年度 

(2023 年度) 

令和 6 年度 

(2024 年度) 

計画上の提供量Ⓐ 20,188 人日 19,644 人日 19,115 人日 18,600 人日 18,099 人日 

 ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ 

実 際 の 提 供 量 Ⓑ 20,574 人日 19,398 人日 17,652 人日 16,809 人日 15,768 人日 

乖離率(ⒷーⒶ／Ⓐ) 1.91％ ▲1.25％ ▲7．65％ ▲9.63％ ▲12.88％ 

       

 

※検査項目：定期検査(子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿検査、体重)、妊娠初期検査(血液検査、子宮頸癌検診など)、超

音波検査、血液検査(血算、血糖など)、Ｂ群溶血性レンサ球菌(ＧＢＳ) 

 

担当課の評価(令和 6 年度[令和 6 年度末まで]の成果等を記入) 担当課 母子保健課 

令和６年度前半の母子健康手帳の交付数（妊婦の人数）は前年同時期との比較で減少しており、

このことが妊婦健康診査の受診回数に影響して、計画値を下回ったと考えられる。令和６年度

後半は前年同時期との比較で手帳交付数が増加しており、これらは令和７年度の助成回数に影

響を与えるものと考えられる。 
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(12)実費徴収に係る補足給付を行う事業 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

【事業概要】 

特定教育・保育等に係る日用品や文房具等に要する費用及び私学助成を受ける幼稚園に

おける副食の提供にかかる費用を助成する事業です。 

 

【実績】 
              

担当課の評価(令和 6 年度[令和 6 年度末まで]の成果等を記入) 担当課 教育保育課 

計 89人に対して計 242 万円の給付を行い、子どもの健やかな成長を支援した。 

 

 

 

 

(13)多様な主体の参入促進事業  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

【事業概要】 

新規参入事業者に対する相談・助言等を行う巡回支援や、障害児保育事業の対象となら

ない特別な支援が必要な子どもを認定こども園で受け入れるための職員の加配を促進する

ための事業です。 

 

【実績】 
              

担当課の評価(令和 6 年度[令和 6 年度末まで]の成果等を記入) 担当課 幼児教育推進課・教育保育課 

未就学児の多様な集団活動支援事業を実施し、対象保護者の経済的負担を軽減した。 
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②「計画第４章　施策の展開」の評価
基本施策① すべての子どもの健全育成に向けた環境の整備

事業
№

事業概要 所　管

1101

Ｒ
３
追
加

子どもの居場所として､遊びや読書､ｽﾎﾟｰﾂの
場を提供するとともに､児童向けの講座や地
域の人々と交流を図るｲﾍﾞﾝﾄなどを実施す
る｡
(令和2年12月25日一部供用開始。令和3年7
月1日全部供用開始。)

赤 幼 学 青 次世代育成課 　

1102

子どもの居場所として､遊びや読書､ｽﾎﾟｰﾂの
場を提供するとともに人権啓発の機会とす
る｡

赤 幼 学 青 人権啓発ｾﾝﾀｰ 　

1103

子どもの居場所として､遊びや読書､ｽﾎﾟｰﾂの
場を提供するとともに､児童向けの講座･教
室や地域の人々と交流を深めるｲﾍﾞﾝﾄなどを
実施する｡

赤 幼 学 青 まちづくり推進課 　

1104

事
業
計
画

地域子育て支援拠点事業（むっく
むっくルーム）

就学前の子どもとその保護者の交流拠点(8
か所)を開設し､子育てについての相談､助
言､情報提供､講座開催などにより､地域にお
ける子育て親子の交流を促進する｡

赤 幼
次世代育成課
幼児教育推進課
人権啓発ｾﾝﾀｰ

　

1105
就学前児童とその保護者が気軽に集い､交流
できる場を提供する｡ 赤 幼 幼児教育推進課

1106

各種講座の開催､ｸﾗﾌﾞ活動･学習ｺｰﾅｰ･ｽﾎﾟｰﾂ
広場などの子どもの居場所と活動の場を提
供する｡

学 青 次世代育成課 　

1108

事
業
計
画

放課後児童くらぶ事業

就労､疾病などの理由により､昼間､家庭で適
切な保育が受けられない小学生の健全育成
を図ることを目的に実施する｡ 学 次世代育成課 　

1109
木工や工作など､野外で子どもが自由に遊べ
る場を提供する｡ 幼 学 次世代育成課

1110

乳幼児の親子や児童などを対象とした講座･
ｲﾍﾞﾝﾄの実施や､自習室､図書館など子どもの
居場所を提供する｡

幼 学 社会教育課

1111

乳幼児の親子や児童などを対象とした講座･
ｲﾍﾞﾝﾄの実施や､遊戯室､学習室､図書館など
子どもの居場所を提供する｡

赤 幼 学 社会教育課

1112

ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ投影や宇宙･天文ｸﾗﾌﾞ､発明ｸﾗﾌﾞな
どの各種講座の開催､GWｲﾍﾞﾝﾄやたなばたま
つりなどのｲﾍﾞﾝﾄの実施､学校園等への講座､
観望会等のｱｳﾄﾘｰﾁ事業により､教育･文化･科
学に関する知識の普及啓発を行う｡

幼 学 青 こども文化科学館

1113
追
加

学校･家庭以外に子どもが安心して通える､
こども食堂等の｢居場所｣づくりを推進する
ことで､子どもの社会的孤立を防止し､社会
性の涵養､自己肯定感の向上を図る｡

学 自立相談課

1114

本との出会いや読書の楽しさにふれる機会
を提供する｢おはなし会｣などの各種行事や､
市内高校生が選書等を通してYA(ﾔﾝｸﾞｱﾀﾞﾙﾄ)
ｺｰﾅｰを運営する｢YAｺｰﾅｰ運営事業｣、市内学
校への出前授業等を通して読書推進を図る
「学校連携事業」などを行う｡

赤 幼 学 青 図書館 　

1115

親子の絆を深めるとともに読書習慣の確か
なｽﾀｰﾄを切るために､0歳児を対象に読み聞
かせを行い、絵本やﾌﾞｯｸﾘｽﾄを配布する｡

赤 図書館 　

1116

子どもの感性､創造性を高めることを目的
に､伊丹子ども市展を開催する｡また､子ども
の居場所づくりと､多様な体験活動の提供を
目的に､季節にちなんだｲﾍﾞﾝﾄや工作教室な
どを実施する｡

学 公民館

1117
新
規

多世代交流を図るため､小学生が参加しやす
い夏休み期間を利用し｢親子陶芸教室｣や｢た
のしい将棋教室｣等の開催を行う｡

幼 学 青 地域・高年福祉課

1118
新
規

子どもを対象に舞台芸術の鑑賞機会や､表現
する楽しさを体験する機会を提供する｡また
小学校と連携した体験型事業を通じて､子ど
もに文化を身近に感じさせ､表現する楽しさ
と創造性を育む｡

幼 学 青 文化振興課

1119
新
規

子どもを対象とした舞台芸術の鑑賞機会や
共同で作品創作する体験型事業を通じて､子
どもに演劇の楽しさを体感させ､表現力やｺ
ﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力を育む｡

幼 学 青 文化振興課 　

1120
新
規

伊丹ｼﾃｨﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団等による親子や家
族で楽しめる演奏会のほか､日頃は見られな
い舞台裏の見学を通じ､多様な音楽文化の理
解を深め､音楽を楽しむ心を育成する｡

赤 幼 学 青 文化振興課 　

1121
新
規

国内外の絵本作家による展覧会と絵本閲覧
ｺｰﾅｰの設置など､親子や家族連れで楽しめる
美術展を開催し､芸術を身近に感じ､感性を
育む｡

幼 学 青 文化振興課

文化会館における子ども向け事業（こど
も対象公演事業、次世代育成事業など）

演劇ホールにおける子ども向け事業（中
高生のための夏休みワークショップ、
「みんなの劇場」こどもプログラムな
ど）

音楽ホールにおける子ども向け事業（伊
丹シティフィルハーモニー管弦楽団
「ファミリ―コンサート」、舞台裏ツ
アーなど）

伊丹ミュージアムにおける子ども向け美
術鑑賞事業（絵本展など）

ブックスタート事業

公民館子ども育成事業

サンシティホールにおける多世代交流事
業

神津児童館事業（みんなであそぼう事業
など）

保育所・幼稚園における子育て支援事業
（みんなの広場事業など）

青少年センター運営事業（スポーツ広
場、クラブ活動、自習室など）

みんなで遊ぼう広場事業

生涯学習センターにおける子ども事業
（各種講座、自習室など）

北部学習センターにおける子ども事業
（各種教室、乳児室、遊戯室など）

事業名 成長過程
令和6年度

充実・縮小・中止・廃止の理由

(新児童館整備事業　改め)
児童会館こらくる事業

ふらっと児童館事業（子どもの居場所づ
くり事業など）

こども文化科学館運営事業

子どもの居場所事業（こども食堂等支援
事業）

図書館における子ども事業（おはなし
会、ＹＡコーナー運営事業、学校連携事
業など）
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事業
№

事業概要 所　管

1122
新
規

夏休み期間中、市内小学生を対象とした手
織、型染、陶芸、絵画、ジュエリーなどの
体験ワークショップによる本格的な作品づ
くりを行い､ものづくりの楽しさ､工芸の魅
力を実感させる｡

学 青 文化振興課

1123
新
規

子どもを対象としたﾜｰｸｼｮｯﾌﾟや昆虫の展示
を通じて､秋の風情を楽しみながら文化財の
魅力を伝えていく｡

幼 学 青 文化振興課

1124
新
規

市内外の小学生から高校生までの俳句を募
集し､優秀作品を表彰する鬼貫顕彰俳句事業
や､小学生を対象にしたくずし字教室を開催
し､ことばや文化を楽しみながら俳諧文化へ
の理解を深める｡

幼 学 青 文化振興課

1125

中学･高校の茶道部員が一堂に会し､茶道協
会会員による本格的な茶席を体験させるこ
とで､茶道についての理解を深め､幅広い知
識を身につける｡

青 文化振興課

1127

小･中学生を対象に､伝統的な茶道を体験さ
せる｡伊丹市茶道協会員を講師に､茶道を通
して日本文化の素晴らしさを学び､集中力､
礼儀作法､挨拶など､ﾏﾅｰの習得を図る｡

学 青 文化振興課

1128

小･中学生を対象に､伝統的ないけばなを体
験させる｡伊丹市いけばな協会員を講師に､
いけばなを通して植物の美しさを認識し､豊
かな感性の醸成を図る｡

学 青 文化振興課

1129

農家と小学校の協力を得て､小学生に､農作
業体験(苗の植付け､収穫など)を通じて農地
の必要性､食への感謝､命の大切さを体感さ
せる｡

学 農業政策課 　

1130

各種ｲﾍﾞﾝﾄ等において環境教育や啓発を行う
とともに､ｸﾞﾘｰﾝｶｰﾃﾝ事業を実施し環境意識
を高める｡

幼 学 青 グリーン戦略室 　

1131

国際友好都市との教育交流の一環として中
学生を派遣し友好を深めるとともに､中国の
文化や社会について理解を深める｡ 青 学校教育課

充
実

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の影響によ
り、オンラインでの交流が続い
ていたが、５年ぶりに佛山市を
訪れ、交流をはかることができ
た。

1132

古代から近世の人々の生活ぶりを学び､勾玉
や兜､絵馬などの物づくり体験講座を開催す
る。

学 青 文化振興課 　

1133

Ｒ
２
追
加

｢むかしのくらし｣に代表される企画展や講
座の開催｡市内小学校の社会見学の受け入
れ｡

幼 学 青 文化振興課

1134

Ｒ
６
追
加

子どもの読書習慣定着のため、パソコン・
タブレット・スマートフォンから、学校や
家庭等でいつでもどこでも読書を楽しむこ
とができる電子図書館の運営を行う。

赤 幼 学 青
図書館
学校教育課
総合教育センター

基本施策② すべての子どもが社会を生き抜くことの出来る力の養成

事業
№

事業概要 所　管

2101
新
規

市内の全就学前施設を対象に研修を実施し､
就学前施設拠点園と連携しながら､幼児教育
のさらなる質の向上を図る｡

幼 幼児教育推進課
充
実

幼小接続研究に取り組み「伊丹
市架け橋期のカリキュラム5歳児
版」を作成・周知した。

2102
新
規

｢伊丹市幼児教育ｶﾘｷｭﾗﾑ｣の実践や､大学教授
等招聘による園内研究会の実施と他園への
公開保育等を通じて､ﾌﾞﾛｯｸ内にある就学前
施設の中心的役割を果たす｡

幼 幼児教育推進課 　

2103
新
規

幼児教育ｾﾝﾀｰにおける主要事業の1つとし
て､ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰが市内の全就学前施設を対象
に訪問､相談等を実施する｡

幼 幼児教育推進課 　

2104

事
業
計
画

公立幼稚園における預かり保育事業
新
規

公立幼稚園全園にて､教育時間の終了後等に
教育活動を行う｡

幼 幼児教育推進課 　

2105
新
規

公立幼稚園全園にて､3年保育を実施する｡
幼 幼児教育推進課 　

2106
新
規

｢伊丹市幼児教育ﾋﾞｼﾞｮﾝ｣の理念を基に､大学
教授等を講師に招聘して､市内全就学前施設
を対象に､年12回程度､保育の質の向上のた
めの研修を開催する｡

赤 幼 幼児教育推進課 　

2107
新
規

保育士のｷｬﾘｱに合わせて､市内公私立保育所
(園)を対象に､全3回程度､保育士等ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ
研修を開催する｡

赤 幼 幼児教育推進課 　

2108

園内研究会の開催､研修会への参加を通して
教員の資質向上と保育の充実を図り､実態に
即した幼児教育を進める｡

幼 幼児教育推進課 　

2109

外部講師による実地指導や公開保育での意
見交換など､様々な手法で専門的研究を実施
し､保育内容の充実と保育士の資質向上を図
る｡

赤 幼 幼児教育推進課 　

幼稚園研究推進事業

保育所保育研究会事業

幼児教育センター事業

就学前施設拠点園整備事業

幼児教育アドバイザーの配置

公立幼稚園における3歳児保育事業

保育の質の向上のための研修事業

保育士等キャリアアップ研修事業

伊丹ミュージアムにおける子ども向け歴
史等学習事業

伊丹こども電子図書館運営事業

事業名 成長過程
令和6年度

充実・縮小・中止・廃止の理由

こども茶道教室

こどもいけばな教室

学童等農園運営事業

環境教育・学習事業

中学生佛山市派遣事業

埋蔵文化財センター歴史ロマン体験学習
事業

令和6年度
充実・縮小・中止・廃止の理由

伊丹ミュージアムにおける子ども向けも
のづくり事業（夏休み1日クラフト教室な
ど）

伊丹ミュージアムにおける子ども向け体
験事業（「鳴く虫と郷町」関連企画な
ど）

伊丹ミュージアムにおける鬼貫顕彰俳句
（（小学校・中学校・高等学校の部）事
業、こどもくずし字教室事業など）

伊丹市茶道協会による中学・高等学校茶
道部への学校研修茶会

事業名 成長過程
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事業
№

事業概要 所　管

2110

事
業
計
画

民間活力による保育所等の整備
新
規

保育所入所需要の見込まれる地域に民間保
育所の誘致等を行い､待機児童の解消を図
る｡ 赤 幼 教育保育課 　

2111
追
加

待機児童解消のため､保育人材の確保に取り
組む事業者を支援する｡

赤 幼 教育保育課
充
実

保育人材就職促進事業及び保育
士等奨学金返済支援事業の補助
内容を拡充した。

2112

異年齢児縦割り保育･兄弟姉妹保育など､保
育形態を工夫し､思いやりやいたわりの心､
豊かな感性を育む｢育ち合いの保育｣を実践
する｡

赤 幼 幼児教育推進課 　

2113

発達に支援を必要とする児童が､集団生活の
中で他の児童と共に育ちあい､児童の成長を
促進することを目的として､発達の状況に応
じた支援を行う｡

赤 幼
幼児教育推進課
教育保育課

2114

高齢者や中高生と交流する場を提供し､高齢
者を敬う気持ちを培うとともに､中高生に保
育の現場を体験させ､子育てについて啓発す
る｡

赤 幼 幼児教育推進課

2115

事
業
計
画

病児・病後児保育委託等事業

病気の回復期に至っていない場合や､病気や
けがの回復期にあり､家庭や集団での保育が
困難な乳幼児を一時的に預かり保育する｡

赤 幼 学 教育保育課 　

2116

事
業
計
画

保育所等延長保育事業

保育所等に通う児童で､延長保育を必要とす
る児童を保育する｡

赤 幼
幼児教育推進課
教育保育課

　

2117

事
業
計
画

保育所等一時預かり保育事業

家庭において保育を受けることが一時的に
困難になった乳幼児を保育所等で一時的に
預かり､保護者の育児支援を実施する｡

赤 幼 教育保育課 　

2202
新
規

教員免許保持者を指導員として､全小･中学
校に派遣して､放課後及び授業中に個に応じ
たきめ細やかな補修学習を行い､学力の向上
と学習習慣の定着を図る｡

学 青 学校教育課
充
実

国の補習等のための指導員等派
遣事業が令和5年度に比べて拡大
され、学習指導員の各小・中学
校への配置時間数が増加した。

2203

土曜日など(日､祝日､学校休業日)に自主学
習やｷｬﾘｱ教育などの学習機会を提供し､児童
生徒の基礎学力の向上､豊かな人間性の育
成、地域への愛着の醸成を図る｡

学 青 社会教育課 　

2204

教員志望の大学生などを小･中･特別支援学
校に派遣し､児童生徒の基礎学力の向上をめ
ざし､学習上のつまずきの解消や学習意欲の
向上を図る｡

学 青 学校教育課 　

2208

小学校に英語指導補助員を､小･中･特別支援
学校･市立高校に外国人英語指導助手を派遣
し､英語教育の充実を図る｡また､中学生を対
象に英語暗唱ｽﾋﾟｰﾁ大会の実施や小学校外国
語の教科化を見据えた研究を行い､児童生徒
の英語のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力の向上を図る｡

学 青 学校教育課 　

2209

適応指導員を派遣し､日本語理解が不十分な
外国人児童生徒等の学校生活を指導､支援す
るとともに､多文化共生教育を推進する｡ 学 青 学校教育課 　

2210

管理職研修･人権教育研修､小･中学校の各教
科担当代表者による教科別研修などで授業
改善や指導法を研究し教職員の資質向上を
図る｡

学 青 学校教育課 　

2211

各学校で､計画的･継続的な教育研究体制を
確立し､学校経営の活性化を図るとともに､
その成果を他校へ波及させることで市全体
の学校力の向上を図る｡

学 青 総合教育ｾﾝﾀｰ 　

2212

全小･中学校に司書教諭または図書館司書の
資格を持つ学校司書を配置し､児童生徒の｢
読む力･書く力｣など､国語力の向上を図る｡

学 青 学校教育課 　

2214

平成21年度(2009年度)に策定した｢今後の市
立高等学校のあり方について｣基本方針に基
づき､学校運営ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ事業の充実を図り､
一層の特色化･活性化を推進する｡

青 学校教育課 　

2215

教職員の経験に応じた研修､専門性を高める
研修を実施し､専門知識の習得や実践力の向
上を図り､社会の変化に対応した指導力を養
う｡

学 青 総合教育ｾﾝﾀｰ 　

2216

｢ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ機能｣｢ﾜｰｷﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽの提供｣｢ｺﾝﾃ
ﾝﾂの提供｣の3つの機能により､教職員の自主
的､主体的な研究活動の支援や､明日の授業
にすぐ役立つ個別のﾆｰｽﾞに応じたｻﾎﾟｰﾄを行
う｡

学 青 総合教育ｾﾝﾀｰ 　

2217

ICT機器や各種ソフトウェア等のICT環境を
適切に整備運用していくとともに、ICTを活
用した授業改善や情報ﾓﾗﾙ､ｾｷｭﾘﾃｨ研修を推
進する｡

学 青 総合教育ｾﾝﾀｰ
充
実

学習eポータルの運用を開始し、
児童生徒が学習コンテンツにア
クセスしやすい環境を構築し
た。

市立伊丹高校活性化事業

教職員のための各種講座及び研修・研究
事業

授業力向上（カリキュラム）支援セン
ター事業

情報教育推進事業

子どもサポーター派遣事業

グローバル化に向けた英語教育推進事業

外国人児童生徒等受入事業

教職員研修事業

学校力アップ事業

学校図書館活性化事業

保育士確保事業

保育所異年齢児保育

保育所等統合保育事業

保育所世代間交流事業

放課後学習等推進事業

土曜学習事業

事業名 成長過程
令和6年度

充実・縮小・中止・廃止の理由
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事業
№

事業概要 所　管

2218

Ｒ
３
追
加

小学校国語科における指導と評価の一体化
の推進及び授業改善への助言を行う。

学 学校教育課
廃
止

国語科に限らず小学校各教科等
の授業マネジメントを中心とし
て助言を行う授業アドバイザー
を派遣する事業に変更した。

2219

Ｒ
６
追
加

小学校各教科等の授業マネジメントを中心
として助言を行う授業アドバイザー（授業
に定評のある教員OB）を派遣し、教員の授
業力向上を図る。

学 学校教育課 　

2301
追
加

子どもたちの豊かな情操や規範意識､生命の
尊重､自尊感情､思いやり､社会性､公共の精
神などを育み､精神的に豊かで明るい次世代
の伊丹市のまちづくりに資する｡

学 青 学校教育課 　

2302
新
規

兵庫版「キャリア・パスポート」を活用
し、「日々の学習」と「将来」を結び付け
させ、学びへの意欲を高めることで学力の
向上を図る。

学 青 学校教育課 　

2303

中学2年生を対象に｢教｣より｢育｣を中心にす
えた｢心の教育｣を推進する｡地域に学び､共
に生きる心や感謝の心を育み､自律性を高め
るなど､｢生きる力｣を育成する｡

青 学校教育課 　

2304

児童の権利に関する条約の趣旨を踏まえ､中
学･特別支援学校の生徒一人ひとりが自分の
考えを自由に発表する場を設ける｡地域や学
校での生活の充実･発展や学校生活に貢献す
るための役割や責任について､主体的に考
え､課題を解決しようとする態度を育て､ﾘｰ
ﾀﾞｰとしての自覚や資質を高める｡

青 学校教育課 　

2305

小学3年生は､自然観察や栽培･飼育など五感
を使って自然にふれあう環境体験学習を実
施する｡小学5年生は､4泊5日の自然学校で､
自然についての学習や地域との関わりを体
験する｡

学 学校教育課 　

2306
新
規

小学生対象のジョイントクラブでは､多様な
人権学習を通して仲間づくりを大切にしな
がら､豊かな感性を育成する｡

幼 学 青 人権啓発ｾﾝﾀｰ 　

2307
新
規

市内小･中学生の保護者を対象とした｢きら
り学舎｣と家庭･地域･学校･行政を対象とし
た「『ふらっと』人権学習会」を通して､子
どもを取り巻く大人たちが自らの人権感覚
を磨く機会とする｡

青 人権啓発ｾﾝﾀｰ 　

2308

人権に関わる作文や啓発ﾎﾟｽﾀｰの作成を通し
て､小･中学生が人権尊重の重要性について
理解を深める機会とする｡

学 青 人権教育室 　

2309
新
規

小学生を対象にした､消費生活について楽し
く学べる体験型の講座を開催する｡

学 消費生活ｾﾝﾀｰ
充
実

小学生を対象に消費者啓発講座
を実施した。
出前講座、市内3小学校158人
募集型講座27人
合計185人

2310
新
規

消費生活相談員が小･中学校に出向き､生徒
が陥りやすい事例をﾃｰﾏに､ｽﾏｰﾄﾌｫﾝをはじ
め､ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを利用する際の注意点や民法の
成年年齢引下げを見据えた啓発講座を実施
する｡

学 青 消費生活ｾﾝﾀｰ
充
実

市内1小学校において、115人の
児童に対して消費者啓発講座を
実施した。また市内1中学校に出
向き、284人の生徒に対しても消
費者啓発講座を実施した。

2314

社会福祉士または精神保健福祉士の資格を
有するｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰを教育委員会事務局に
配置し､不登校､虐待､問題行動などの背景に
ある学校園､家庭における環境改善､課題解
決に向け､関係機関と連携した取組を推進す
る｡

学 青 学校教育課
充
実

複雑化・多様化する児童生徒を
取り巻く環境改善のために、ス
クールソーシャルワーカーの勤
務日を全体で１日分増加して対
応することができた。

2315

いじめや不登校､多様化する問題行動などに
対応するため､児童生徒の臨床心理に関して
高度で専門的な知識と経験を有する｢ｽｸｰﾙｶｳ
ﾝｾﾗｰ｣(臨床心理士など)を配置することによ
り､児童生徒や保護者への教育相談活動の充
実を図る｡

学 青 学校教育課 　

2316

児童生徒の心身の健全な発達を支援するた
め､市内の幼児児童生徒及び保護者､教職員
を対象に専門の相談員による教育相談を行
う｡

幼 学 青
総合教育ｾﾝﾀｰ
少年愛護ｾﾝﾀｰ

　

2317
不登校児童生徒に対する小集団による学習
や体験学習により､社会的自立を支援する｡ 学 青

総合教育ｾﾝﾀｰ
少年愛護ｾﾝﾀｰ

　

2318

伊丹市いじめ防止等対策審議会において､い
じめ問題への具体的な取組を企画し､こども
いじめ問題対策推進事業､学校問題解決支援
事業などを活用する｡不登校の課題には､不
登校対策推進会議での企画､不登校対応ﾁｰﾑ
による未然防止､ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾄ事業など多面か
ら取組を実施する｡

学 青 学校教育課
充
実

不登校及び不登校傾向にある児
童生徒に対して細やかな支援を
行うために、不登校対策支援員
配置事業を実施し、新たな不登
校を生まないための取組を推進
することができた。

伊丹市いじめ・不登校総合対策推進事業

夏休み子ども講座

消費生活に係る出前講座

スクールサポート事業

スクールカウンセラー活用事業

教育相談事業

不登校児童生徒の支援事業

「トライやる・ウィーク」推進事業

伊丹市生徒会活性化推進事業

小学生の自然体験事業

地域に学ぶ体験学習支援事業（ふらっと
児童館）

学習交流育成事業（ふらっと児童館）

人権作文・ポスター募集事務事業

令和6年度
充実・縮小・中止・廃止の理由

小学校国語科指導員派遣事業

授業マネジメント向上事業

道徳教育の推進

キャリア教育推進事業

事業名 成長過程
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事業
№

事業概要 所　管

2401
｢体力･健康づくり推進ﾌﾟﾗﾝ｣に基づき児童生
徒の体力･運動能力を様々な視点から調査･
研究し､体力向上･健康増進を図る｡

学 青 保健体育課 　

2402

思春期の身体と心のｱﾝﾊﾞﾗﾝｽな成長に起因す
る様々な問題や悩みについて､正しい知識の
学習や心の健康相談などを通して､心身の健
やかな育ちを図る｡

学 青 保健体育課 　

2403

各学校園において､行事の際､看護師を適切
に配置するなど､学校保健の環境を整備する
とともに養護教諭等を対象にした研修会を
実施するなど､学校保健の充実を図る｡

学 青 保健体育課 　

2404

必要に応じて外部ｺｰﾁを招聘するなど､部活
動を充実させ生徒の個性の伸長と連帯感を
育成しながら｢体力の向上｣をめざすととも
に､生涯ｽﾎﾟｰﾂを志向する子どもの育成を図
る｡

青 保健体育課 　

2405
新
規

市外で開催される大会及び合宿等に生徒を
引率する学校教職員への旅費助成を行う｡ 青 保健体育課 　

2406
新
規

運動部の活動支援と兵庫県ならびに阪神中
学校体育連盟主催大会等の運営費負担を行
う｡

青 保健体育課 　

2408

中学校部活動推進委員会で部活動に関する
諸問題を調査研究し､部活動の振興充実を図
る｡

青 保健体育課 　

2409
新
規

伊丹市食育推進計画に基づき､児童生徒の食
に関する正しい知識と判断力を育み､健全で
豊かな食生活を送るために必要な｢食の自己
管理能力｣を養う｡

学 青
保健体育課
小学校給食ｾﾝﾀｰ
中学校給食ｾﾝﾀｰ

　

2410
新
規

学校給食を通して､児童生徒に健全な食生活
の普及啓発や､地元の食材を積極的に取り入
れる地産地消を推進することで､児童生徒の
食に関する正しい知識と判断力を育む｡

学
保健体育課
小学校給食ｾﾝﾀｰ

　

2411
新
規

学校給食を通して､生徒に健全な食生活の普
及啓発や､地元の食材を積極的に取り入れる
地産地消を推進することで､生徒の食に関す
る正しい知識と判断力を育む｡

青
保健体育課
中学校給食ｾﾝﾀｰ

　

2412

Ｒ
５
追
加

「伊丹市中学校部活動の地域移行に関する
協議会」を設置し、中学校部活動の段階的
な地域移行に向けた体制整備、指導者の確
保、参加費用負担への支援等の総合的な推
進を行う。

青

保健体育課
学校教育課
スポーツ振興課
文化振興課

充
実

保護者説明会の実施や届出地域
クラブの募集など、体制整備に
向けた取組を進めた。

2501

老朽化が進む学校園施設を安全に維持する
とともに､多様化する教育環境に対応するた
めの整備を行う｡

幼 学 青 施設課
充
実

学校の児童生徒の熱中症予防と
避難所環境の向上を目的とし
て、市立小、中学校、高等学校
の体育館に空調設備を設置し
た。

基本施策③ 特別なニーズを持つ子どもが健やかに育つ社会の構築

事業
№

事業概要 所　管

3101
追
加

相談:子どもの発達に関する相談を受け､
様々な支援やｻｰﾋﾞｽをｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄする｡
通所:就学前の発達に支援を必要とする子ど
もとその保護者に対し､相談や保育などを通
じて､基本的な生活習慣を身に付け､豊かな
人間関係を築くことなどを目指した療育を
行う｡

赤 幼 学 青 こども発達支援ｾﾝﾀｰ
充
実

相談者の個々のニーズに即した
サービスの利用のため、安心し
て療育支援が受けられるよう相
談支援専門員を増員し、相談支
援体制の強化、充実を図った。

3102
追
加

発達に支援が必要な子どもたちが地域で安
心して生活できるよう､保育所や幼稚園､学
校､地域の拠点等への訪問型支援や､地域に
向けた啓発活動を実施し､地域支援機能の充
実を図る｡

赤 幼 学 青 こども発達支援ｾﾝﾀｰ
充
実

保育所等訪問支援やスタッフ派
遣など積極的に地域支援を進
め、安定したサポートや療育支
援が提供できた。

3103

ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞにおいて切れ目ない支援が行える
よう､以下の発達支援ｼｽﾃﾑの体制を構築す
る｡
1)早期発見･早期療育の体制
2)専門的な相談や情報集約､情報発信など､
ﾄｰﾀﾙｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄや啓発を行う体制
3)関連する医療･保健･福祉･教育分野をつな
ぐ一貫した連続性のある支援体制
4)保護者や関係機関が利用しやすい相談･支
援体制

赤 幼 学 青 こども発達支援ｾﾝﾀｰ
充
実

相談者一人ひとりのニーズを丁
寧に聴き取り、適切なサービス
利用や支援が受けられるよう相
談支援体制の充実を図った。

3104

関係機関が連携して､今後の方向性や支援の
あり方について協議を重ね､就学前から就労
まで一貫して支援する総括的ｼｽﾃﾑの構築を
図る｡

学 青 学校教育課 　

3105
巡回相談員が学校園を訪問して､特別支援教
育に関して相談に応じ助言する｡ 幼 学 青 学校教育課 　

3106

小･中学校に特別支援教育支援員を配置し､
特別な支援を必要とする児童生徒に対し､学
級担任の補助など､きめ細やかな指導を行
う｡

学 青 学校教育課 　

3107

教育長の要請に応じ障がい児の障がいの種
類､程度などの判定及び適切な就学支援など
に関し､教育委員会が必要と認める事項につ
いて調査審議する｡

幼 学 青 学校教育課 　

伊丹市特別支援教育審議会事業

特別支援教育巡回相談員派遣事業

特別支援教育支援員配置事業

教育支援委員会事務（指導・診断・教育
相談に関すること）

成長過程
令和6年度

充実・縮小・中止・廃止の理由

こども発達支援センター　相談・通所事
業

こども発達支援センター　地域支援事業

発達支援マネジメント事業

健全な食生活推進事業

小学校給食を通じた食育の推進事業

中学校給食を通じた食育の推進事業

中学校部活動の地域移行推進事業

学校園施設の整備

事業名

健康教育推進事業

学校保健推進事業

中学校運動部活動外部指導者派遣事業

部活動助成制度事業

部活動支援事業

中学校部活動推進事業

事業名 成長過程
令和6年度

充実・縮小・中止・廃止の理由

体力・健康づくり推進事業
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事業
№

事業概要 所　管

3108

教職員が自立活動の指導への理解を深め､専
門性の向上を図るとともに､理学療法士･作
業療法士などを配置し､自立活動などの中で
訓練及び支援を行い､児童生徒の自立を促
す｡

学 青 学校教育課 　

3109

専門の相談員(言語聴覚士)が子どものこと
ばに関する問題の理解や対応について､保護
者や教職員に助言する｡

幼 学 青
総合教育ｾﾝﾀｰ
少年愛護ｾﾝﾀｰ

　

3110

公私立幼稚園等が共に特別支援教育を担っ
ていくため､私立幼稚園等における特別支援
教育の振興を図る｡

幼 教育保育課 　

3111 <5106の再掲> 　

3112

身体の欠損または機能の損傷を補い､日常生
活を容易にする事を目的として､身体障害者
手帳の交付者及び特殊な疾病に該当する難
病患者に対して､補装具の支給決定を行うこ
とにより､障がい児の日常生活の便宜性を図
る｡

赤 幼 学 青 こども福祉課
充
実

障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律
施行令の改正に伴い、所得制限
が撤廃された。

3113

障がい児やその家族に対し､移動支援事業や
日中一時支援事業等の支給決定を行い､児童
の自立や社会参加に向けた支援を行うとと
もに､家族の負担軽減を図る｡

赤 幼 学 青 こども福祉課 　

3114
手当の給付を通して､重度の障がいを有する
児童の福祉の増進を図る｡ 赤 幼 学 青 こども福祉課 　

3115

発達に支援を必要とする児童､その家族に対
し児童発達通所支援や放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ等
の支給決定を行い､児童の生活能力の向上や
集団生活への適応等に必要な訓練､その他の
ｻｰﾋﾞｽを受ける事を支援すると共に､家族の
負担軽減を図る｡

赤 幼 学 青 こども福祉課 　

3116

身体上に障がいがある児童､疾患などで障が
いが残ると認められる児童が､必要な医療を
受ける場合に医療費の一部を給付する｡

赤 幼 学 青 こども福祉課 　

3117

在宅の障がい児やその家族に対し､居宅介護
や短期入所等の支給決定を行い､児童の自立
や社会参加に向けた支援を行うとともに､家
族の負担軽減を図る｡

赤 幼 学 青 こども福祉課 　

3201

児童の安全確認のための体制整備及び児童
虐待に対応する職員等の資質向上を図り､児
童虐待に関する相談･対応機能を強化する｡

赤 幼 学 青
こども福祉課
男女共同参画課

　

3202

家庭相談員が関係機関と連携し､複雑･多岐
にわたる家庭での子育ての悩み､心配事につ
いて相談に応じ､子育て家庭を支援する｡

赤 幼 学 青 こども福祉課 　

3203
新
規

要保護児童対策地域協議会の要保護児童対
策調整機関の職員や地域ﾈｯﾄﾜｰｸを構成する
関係機関等の専門性強化及び地域ﾈｯﾄﾜｰｸ構
成員の連携強化を図る｡

赤 幼 学 青 こども福祉課 　

3204

子育てに強い不安や負担を感じている養育
者に､ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰを派遣し､家事や育児を介助
することで育児ｽﾄﾚｽや負担の軽減を図る｡

赤 幼 学 青 こども福祉課 　

3205

Ｒ
３
追
加

子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に､実
情の把握､子ども等に関する相談全般から通
所･在宅支援を中心とした､より専門的な相
談対応や必要な調査､訪問等による継続的な
ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ業務までを行う｡(令和3年4月1日付
けで運用開始)

赤 幼 学 青 こども福祉課
廃
止

児童福祉法改正により、子ども
家庭総合支援拠点事業は廃止と
なり、新たにこども家庭セン
ター運営事業を開始したため。

3206

母子家庭で､住居､生活などに困窮する親子
が自立できるよう､母子生活支援施設と連携
して支援する｡

赤 幼 学 青 こども福祉課 　

3207
新
規

ひきこもり当事者やその家族に対し､ひきこ
もりに対する理解･社会復帰を促すことを目
的とした講演会の開催や､就労等に関する悩
み相談を実施する｡

青 次世代育成課 　

3208
新
規

困難を有する若者支援に関する講演会等の
開催や､様々な媒体を通じて支援に関する情
報を発信し､市民に対する周知･啓発を行う｡ 青 次世代育成課 　

3209

青少年に関する様々な問題や悩みについて
青少年自身や保護者等から電話･来所･Eﾒｰﾙ
で相談を受け付け､ｹｰｽに応じた適切な助言
や対応を行うなど､その解決を図る｡

学 青
総合教育ｾﾝﾀｰ
少年愛護ｾﾝﾀｰ

　

3210
新
規

生活困窮世帯に属する者の学習･生活･養育
等に関する支援を行う｡ 学 青 自立相談課 　

3211
新
規

生活困窮者自立支援法に基づく各種相談支
援を行う｡ 赤 幼 学 青 自立相談課 　

3212
新
規

幼児教育の無償化などの実施により､家庭に
おける子育てや教育に係る経済的負担を軽
減する｡
<4401∼4421の再掲>

赤 幼 学 青 関係各課 　

ひきこもり講演会と個別相談会事業

若者自立相談事業

青少年問題相談事業

修学支援事業

生活困窮者自立相談事業

子育てに係る経済的負担の軽減

児童虐待防止対策支援事業

家庭児童相談室における相談事業

子どもを守る地域ネットワーク機能強化
事業

子育て支援ヘルパー派遣事業

(子ども家庭総合支援拠点の設置　改め)
子ども家庭総合支援拠点事業

母子生活支援施設入所事業

補装具給付事業

障がい児地域生活支援給付事業

障害児福祉手当等給付事業

児童発達通所支援給付事業

育成医療費給付事業

障がい児自立支援給付事業

令和6年度
充実・縮小・中止・廃止の理由

伊丹特別支援学校活性化事業

特別支援教育ことばの支援教室事業

私立幼稚園等特別支援教育振興助成事業

保育所等統合保育事業

事業名 成長過程
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事業
№

事業概要 所　管

3213

Ｒ
４
追
加

医療的ケア児支援法に基づき、医療的ケア
児が保護者の付き添いがなくても適切な支
援が受けられるよう、看護師配置等の必要
な措置を講ずる。

　 幼 学 青
学校教育課
次世代育成課
幼児教育推進課

　

3214

Ｒ
６
追
加

母子保健機能及び児童福祉機能の一体的な
運営を通じて、妊産婦及び乳幼児の健康の
保持及び増進に関する包括的な支援及び全
てのこどもとその家庭に対する虐待への予
防的な対応から個々の家庭の状況に応じた
包括的な支援を切れ目なく実施する。

赤 幼 学 青
母子保健課
こども福祉課

　

基本施策④ 子どもの健やかな育ちと子育て家庭を支援する環境の整備

事業
№

事業概要 所　管

4101
追
加

妊産婦等を対象として､不安感や負担感を軽
減するために健康相談の充実､支援ﾌﾟﾗﾝ作
成､必要に応じて他機関のｻｰﾋﾞｽ情報を提供
するなど､妊娠期からの切れ目ない支援を行
う｡

赤 幼 学 母子保健課 　

4102

妊娠の診断を受けた妊婦に､すこやかな妊
娠･出産･育児のために母子健康手帳を交付
し､情報を提供する｡

赤 母子保健課 　

4103

妊婦とそのﾊﾟｰﾄﾅｰなどに妊娠中の生活や赤
ちゃんとの生活などについて講義や育児体
験を実施し､保健ｻｰﾋﾞｽの紹介や仲間づくり
の交流を行う｡

赤 母子保健課 　

4104

離乳食の進め方･離乳食調理のﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ
と試食､身体測定､参加者同士の交流会を実
施することで､離乳食への不安を軽減し乳児
の発達に応じた食への支援を行う｡

赤 母子保健課 　

4106
乳幼児の成長や育児に関する相談(面接)を
実施する｡ 赤 幼 母子保健課 　

4107
乳幼児とその保護者を対象に､乳幼児健診及
び保健指導･個別相談を実施する｡ 赤 幼 母子保健課 　

4108
妊婦､乳幼児と保護者を対象に､助産師､保健
師､栄養士による家庭訪問を実施する｡ 赤 幼 母子保健課 　

4109

乳幼児健診受診後の子どもとその保護者に､
発達や育児に関する相談･保健指導を実施す
る｡必要に応じて､他機関のｻｰﾋﾞｽ紹介などを
行い､乳幼児のより良い成長発達と子育て支
援を行う｡

赤 幼 母子保健課 　

4110

乳幼児期の運動発達に関して､小児科医など
による相談･指導を実施し､必要に応じて専
門機関と連携を図る｡

赤 幼 母子保健課 　

4111

子育てに不安や困難感を持つ親同士が思い
を分かち合える相互支援の場を提供する｡(1
ｸｰﾙ8回)

赤 幼 母子保健課
縮
小

ほっとタイムCｈｉPｓに変更し
た令和2年度より、1クール6回と
している。

4112
新
規

必要な予防接種を適切な時期に受けられる
よう体制の継続と､接種勧奨を行う｡ 赤 幼 学 青 母子保健課 　

4113

出産･育児に関する相談や健康･医療に関す
る相談､医療機関情報の提供や夜間･休日の
医療機関の案内について､24時間365日体制
で専門の看護師や医師等による電話相談を
実施する｡

赤 幼 学 青 健康政策課 　

4114

Ｒ
６
追
加

R2年度より開始。
妊婦と、産後1か月健診を終えた生後6か月
未満の児とママを対象に、交流会などを実
施。

赤 母子保健課 　

4115

Ｒ
６
追
加

<3214の再掲> 赤 幼 学 青
母子保健課
こども福祉課

利用者支援事業
(子育て世代包括支援センター事業か
ら変更）

新
規

子育て支援ｾﾝﾀｰ､教育保育課､母子保健課、
こども福祉課の４課が連携し､妊娠期から子
育て期まで切れ目のない支援を提供する｡ 赤 幼 学 青

次世代育成課
教育保育課
母子保健課
こども福祉課

充
実

これまでの3課から、こども福祉
課を加えた4課で連携して、妊娠
期から子育て期まで切れ目のな
い支援を提供する。

子育て支援センター利用者支援事業
（子育てコンシェルジュによる子育
て相談事業）

子育てｺﾝｼｪﾙｼﾞｭが､子育て家庭の各ﾆｰｽﾞに対
して必要なｻｰﾋﾞｽを適切に選択することがで
きるよう情報提供を行う｡ 赤 幼 学 青 次世代育成課

充
実

地域子育て相談機関を設置し、
相談者の幅を広げて妊娠期から
18歳までのこどもや保護者の相
談対応を行った。

保育コンシェルジュによる相談事業

保育ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭが､保育所等の教育･保育施設
に関する案内や地域の子育て支援事業等の
情報提供を行う｡

赤 幼 教育保育課 　

こども家庭センターによる相談事業
（保健センターによる相談事業から
変更）

助産師や保健師、社会福祉士等の専門職が､
妊娠･出産や子育てのさまざまな疑問や不
安､相談事についてｻﾎﾟｰﾄを行う｡

赤 幼
母子保健課
こども福祉課

充
実

母子保健機能と児童福祉機能に
よる一体的支援を行うことと
なった。

4202

事
業
計
画

保健センター

就学前の子どもとその保護者の交流拠点(8
か所)を開設し､子育てについての相談､助
言､情報提供､講座開催などにより､地域にお
ける子育て親子の交流を促進する｡

赤 幼 次世代育成課 　

4201

事
業
計
画

乳幼児発達相談事業

ほっとタイムCｈｉPｓ
（育児・共に語る広場事業 から変更）

児童予防接種事業

24時間健康・医療相談事業

ぷれママ＆ふれっしゅママのつどい

こども家庭センター運営事業

もうすぐパパママ教室事業

離乳食教室事業

すくすく育児相談事業

乳幼児健診事業（4か月児、10か月児、1
歳6か月児、3歳児）

訪問保健指導事業
（妊婦、新生児、乳幼児訪問）

幼児の相談会・個別相談

事業名 成長過程
令和6年度

充実・縮小・中止・廃止の理由

妊娠・出産包括支援事業

母子手帳交付事業

事業名 成長過程
令和6年度

充実・縮小・中止・廃止の理由

医療的ケア児支援事業

こども家庭センター運営事業
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事業
№

事業概要 所　管

4203

保育所が有する人的物的資源を活用して､体
験保育､園庭開放などを実施し､育児不安の
解消を図る｡

赤 幼
幼児教育推進課
教育保育課

4204

子育て中の親が､安心して学び･交流するこ
とができる場を作り､家庭の教育力の向上を
図る｡

赤 幼 学 公民館

4205

出生届時などに､子育て支援に関する情報提
供や地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱによる手づくりおもちゃを
配布することで､乳幼児家庭の不安感や孤立
感の軽減を図る｡

赤 幼 次世代育成課 　

4206

事
業
計
画

養育支援家庭訪問事業（出産後概ね1
年程度、育児指導・相談）

子育てに強い不安や負担を感じている出産
後間もない時期(概ね1年)の養育者に､助産
師などが訪問して育児指導･相談を実施す
る｡

赤
健康政策課
こども福祉課

　

4207

事
業
計
画

こんにちは赤ちゃん事業（生後4か月
までの全戸訪問）

生後4か月までの乳児がいる全家庭を訪問員
が訪問し､子育て支援に関する情報提供や相
談を受け､保護者の子育てを支援する｡

赤 こども福祉課 　

4208 <4106の再掲> 　
4209 <4111の再掲> 　
4210 <4103の再掲> 　
4211 <4104の再掲> 　

4213
<4108の再掲>

　

4214
新
規

地域における身近な相談役として､民生委
員･児童委員及び主任児童委員により､住民
からの生活上の様々な相談に応じる｡

赤 幼 学 青
地域・高年福祉課
市社会福祉協議会

　

4215
新
規

市内の幼児児童生徒及びその保護者､教職員
を対象に専門の相談員による教育相談を行
う｡

幼 学
総合教育ｾﾝﾀｰ
少年愛護ｾﾝﾀｰ

　

4216

子育て情報誌｢いたみすくすくぶっく｣及び｢
いたみすくすくﾏｯﾌﾟ｣を就学前の子どものい
る家庭に配布し､子育てに関して体系的に整
理された情報を提供する｡

赤 幼 次世代育成課 　

4301

母子･父子自立支援員が､母子･父子などひと
り親家庭を対象に生活一般､生活援護相談を
実施する｡

赤 幼 学 青 こども福祉課 　

4302
新
規

児童扶養手当受給者のうち自立就労を希望
する者について､個々の状況やﾆｰｽﾞに対応し
た自立支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを策定し､これに基づい
て自立及び就労を支援する｡

赤 幼 学 青 こども福祉課 　

4303
母子･父子家庭に対して資格取得にかかる経
済的負担を軽減し､就労を支援する｡ 赤 幼 学 こども福祉課 　

4304

健康保険に加入している18歳に達する年度
末(高校など在学中の場合は､20歳の誕生日
の月末)までの児童生徒のいる母子･父子家
庭などに医療費の一部を助成する｡(所得制
限あり)

赤 幼 学 青 後期医療福祉課
充
実

児童扶養手当法施行令の改正に
よる児童扶養手当支給に係る所
得限度額の引き上げに伴い、母
子家庭等医療費助成についても
令和６年11月から対象者が拡
大。

4401

事
業
計
画

妊婦健康診査費助成事業

妊婦健診に要する費用を助成し､妊婦健診の
受診を推奨する｡

赤 母子保健課 　

4402
追
加

不育症(2回以上の流産や死産､早期新生児死
亡の既往があること)の医療費助成を行うこ
とにより､経済的負担の軽減を図る｡

赤 母子保健課 　

4403
新
規

養育のため医療機関に入院することを必要
とする未熟児に対し必要となる医療費の給
付､および訪問により適切な指導を行う｡

赤 母子保健課 　

4404

高校生年代までの児童を養育している者に､
児童手当を支給し経済的に支援する｡（所得
制限なし）

赤 幼 学 青 こども福祉課
充
実

制度改正に伴い、令和6年10月分
より、所得制限の撤廃や支給対
象児童の拡大などを実施した。

4405

ひとり親家庭などで18歳に達する年度末ま
での児童(中度以上の障がいがある場合は20
歳まで)を養育している母及び父などに､児
童扶養手当を支給し経済的に支援する｡(所
得制限あり)

赤 幼 学 青 こども福祉課
充
実

制度改正に伴い、令和6年11月分
より、所得制限の緩和や多子加
算の引上げを実施した。

4406

0歳から6歳の就学前までの乳幼児の保護者
に入院時の食事負担金を助成する｡(0歳児を
除き所得制限あり)

赤 幼 後期医療福祉課 　

4407

小学4年生から中学3年生までの児童生徒の
保護者に､外来及び入院に係る自己負担相当
額(外来は一部負担金あり)を助成する｡(所
得制限あり)

学 青 後期医療福祉課 　

4408

就学前の乳幼児の保護者に外来及び入院に
係る自己負担相当額を､また小学1年生から3
年生までの保護者に外来及び入院に係る自
己負担相当額(外来は一部負担金あり)をそ
れぞれ助成する｡(0歳児を除き所得制限あ
り)

赤 幼 学 後期医療福祉課 　

児童扶養手当給付事業

入院時食事療養費標準負担額助成金

こども医療費助成

乳幼児等医療費助成

母子及び父子自立支援プログラム策定事
業

母子家庭及び父子家庭自立支援給付金事
業

母子家庭等医療費助成

不育症治療支援事業

未熟児養育医療費給付事業

児童手当給付事業

離乳食教室事業
訪問保健指導事業
（妊婦、新生児、乳幼児訪問）

民生委員・児童委員による相談活動

総合教育センターによる相談事業

子育て情報誌「いたみすくすくぶっく」
及び「いたみすくすくマップ」の発行事
業

母子・父子相談事業

地域子育て支援事業（保育所園庭開放・
相談事業）

公民館家庭教育支援事業

子育てオリエンテーション事業の推進
（出生届時・健診時、情報提供）

すくすく育児相談事業
育児・ともに語る広場事業
もうすぐパパママ教室事業

事業名 成長過程
令和6年度

充実・縮小・中止・廃止の理由
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事業
№

事業概要 所　管

4409
追
加

幼稚園､保育所及び認定こども園等における
保育料等を無償化することで等しく質の高
い幼児教育を受けることができるよう､幼児
教育の充実を図る｡

赤 幼 教育保育課 　

4410

保育所及び認定こども園等を利用する場合
の保育料を軽減することにより､子どもを産
み育てやすい環境づくりを推進する｡

赤 幼 教育保育課 　

4411

事
業
計
画

実費徴収に係る補足給付事業
追
加

生活保護世帯等に対し､特定教育･保育等に
係る日用品や文房具等に要する費用及び私
学助成を受ける幼稚園における副食費の一
部を補助することにより､特定教育･保育施
設等の利用促進を図り､子どもの健やかな成
長を支援する｡

赤 幼 教育保育課 　

4412
新
規

必要があるにもかかわらず､経済的な理由で
病院または助産所に入院できない妊婦の方
が出産できるよう助産施設への入所､出産費
用を補助する｡

赤 こども福祉課 　

4413
追
加

幼稚園や認可外保育施設等の利用により負
担する保育料等に対して給付を行う｡ 赤 幼 教育保育課 　

4414

経済的理由により就学困難な児童生徒の保
護者に学用品費などを支給し､就学援助を行
う｡

学 青 学校教育課 　

4415
新
規

市内在住の中学校夜間学級在学者を対象に､
経済的負担を軽減するため､学用品費･通学
用品費相当額を3年間を限度として助成す
る｡

青 学校教育課 　

4416
市内在住の在日外国人学校児童生徒の就学
に関する経済的負担の軽減を図る｡ 学 青 学校教育課 　

4417
新
規

主たる生計中心者が交通事故等により死亡
した高校､専修学校､大学などの生徒または
学生が､学業に精励できる一助となるように
援助資金を給付する｡

青 こども福祉課 　

4418

住生活基本計画に基づき､良質な住宅の確保
に努めるとともに､母子･父子などの世帯が
住宅を確保しやすい環境をつくる｡

赤 幼 学 青 住宅政策課 　

4419

保護者が同伴する1歳以上就学前の子どもに
ついて､保護者1人につき2人まで無料とし､1
歳未満の子どもについては無料とするなど､
子育て家庭の経済負担の軽減を図る｡

赤 幼 交通局 　

4420

Ｒ
２
追
加

家族等から出産後の支援が十分に得られな
い等､特に支援を必要とする母子に対して､
一定期間の宿泊､通所により母体の回復･育
児指導等の支援を行うことで､母親の育児に
関する負担感の軽減を図り､産後も安心して
子育てができるよう支援を行う｡

赤 母子保健課
充
実

市外の医療機関3施設を利用対象
施設に追加。

4421

Ｒ
３
追
加

不妊の検査を受けた夫婦へ医療費助成を行
うことにより、経済的負担の軽減を図る。

赤 母子保健課 　

4422

Ｒ
６
追
加

新生児聴覚検査に要する費用の一部を助成
し、検査の受検を推奨する（所得制限あ
り）。 赤 母子保健課 　

基本施策⑤ 多様な考え方や生き方の尊重と家庭と職業生活の両立支援

事業
№

事業概要 所　管

5101 放課後児童くらぶ事業 <1108の再掲> 　

5102

事
業
計
画

育児ファミリー・サポート・セン
ター事業

援助を受けたい者(依頼会員)と援助する者
(協力会員)をｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄし､地域における育児
の相互援助活動を推進する｡また､事業の啓
発､会員相互の交流事業及び市民向け講座を
開催する｡

赤 幼 学 次世代育成課 　

5103 病児保育事業 <2115の再掲> 　
5104 保育所等延長保育事業 <2116の再掲> 　
5105 保育所等一時預かり保育事業 <2117の再掲> 　

5106

事
業
計
画

保育所等通常保育事業

就労､疾病などの理由により保育を必要とす
る子どもの保育を実施する｡

赤 幼
幼児教育推進課
教育保育課

　

5107

事
業
計
画

子育て家庭ショートステイ事業

保護者の疾病や出産などの理由で､一時的に
家庭での養育が困難な場合に､児童や保護者
を児童福祉施設で預かる｡ 赤 幼 学 青 こども福祉課 　

5108
新
規

市と兵庫労働局とで結んだ雇用対策協定に
基づき毎年度事業計画を策定し､子育て期の
女性等に対する就職支援を協働実施する｡

赤 幼 学 青
商工労働課
男女共同参画課
次世代育成課

　

5109
新
規

月に2回､ｽﾜﾝﾎｰﾙにて社会保険労務士による
無料労働相談を実施する｡ 赤 幼 学 青 商工労働課 　

5110
新
規

就労を希望する方や支援が必要な方に対し
て､相談･講座･情報提供等の諸事業を実施す
る｡

赤 幼 学 青

商工労働課
男女共同参画課
次世代育成課
自立相談課

　

ハローワーク伊丹・マザーズコーナーと
の連携

労働相談事業

就労支援事業

産後ケア事業

不妊症治療ペア検査助成事業

新生児聴覚検査費助成

事業名 成長過程
令和6年度

充実・縮小・中止・廃止の理由

就学援助事業

中学校夜間学級就学支援事業

在日外国人就学補助事業

交通遺児等学業援助資金給付事業

市営住宅の母子・父子等世帯優先枠の確
保等

市バス子ども運賃の一部無料化

令和6年度
充実・縮小・中止・廃止の理由

幼児教育無償化事業

ひょうご保育料軽減事業

助産施設入所事業（経済的に困窮する妊
婦支援）

施設等利用給付事業

事業名 成長過程
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事業
№

事業概要 所　管

5201
新
規

男女共同参画に関する講座やｾﾐﾅｰ等の啓発
事業や､事業者への働きかけを行う｡ 赤 幼 学 青 男女共同参画課 　

5202

ﾊﾛｰﾜｰｸ等と連携し､市広報やﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等を通
して､ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽの普及啓発を行う｡

赤 幼 学 青
男女共同参画課
商工労働課
次世代育成課

充
実

イオンモール伊丹昆陽と連携
し、子育て期等の女性のライフ
ステージに合わせた柔軟な働き
方と、人手不足に悩む市内事業
所とのマッチング機会創出のた
めの、「女性向け企業説明会」
を新たに実施した。

5203
追
加

毎月1回､日曜日に､市内共同利用施設等で父
親と子どもを対象とした子育て交流事業を
実施する｡

赤 幼 次世代育成課 　

基本施策⑥ 子育てを支援する地域における事業の展開

事業
№

事業概要 所　管

6101 <4207の再掲> 　

6102

小･中学校へ登録ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを派遣し､図書･環
境･学習支援などの分野で支援することで地
域の教育力の活性化を図る｡

学 青 社会教育課

6103
新
規

学校園教育目標の達成に向け､組織的､継続
的な改善や､学校･家庭･地域の連携協力によ
る学校づくりの推進に資する学校評価を推
進する｡

幼 学 青 学校教育課

6104

保護者及び地域住民の学校運営の参画の促
進や連携強化を進めることにより､学校と保
護者､地域住民等と信頼関係を深め､一体と
なって学校運営の改善や児童生徒の健全育
成に取り組むｼｽﾃﾑの整備と充実を図る｡

学 青 学校教育課

6105

｢家庭の日｣だんらんﾎﾘﾃﾞｰ･早寝早起き朝ご
はんの啓発などを通じて家庭教育の推進を
図る｡

赤 幼 学 青 社会教育課

6106

小学校区単位で､地域の住民が一緒に活動
し､ｽﾎﾟｰﾂを通じて子どもたちの健やかな成
長を目指すとともに市民の健康増進を図る｡
17小学校区すべてで実施していく｡

幼 学 青 スポーツ振興課

6107

おもちゃ遊びを通じて､就学前の子どもの社
会性を伸ばすとともに､ﾉｰﾏﾗｲｾﾞｰｼｮﾝを実現
する場､子育て中の親子を温かく見守る場を
つくる｡ 幼 学 青

市社会福祉協議会
地域・高年福祉課

充
実

花里とんとんはコロナ流行以
降、屋内活動は中止し、年4回程
度の屋外活動（季節行事）のみ
の活動が続いてましたが、令和
６年８月から室内での活動を再
開し、市内すべてのおもちゃラ
イブラリーが活動を再開した。

6108

豊かな体験や専門技能を有する人を｢町の先
生｣､｢心の匠｣として招き､地域の教育力を学
校に活かすとともに､開かれた学校園づくり
を推進する｡

幼 学 青 学校教育課 　

6109 <2203の再掲> 　
6110 <2204の再掲> 　

6111

子どもが生活する地域で､健全育成を推進す
る事業を実施する市内小学校区の団体に事
業費の一部を補助し､活動を支援する｡

幼 学 青 次世代育成課 　

6112

優待ｻｰﾋﾞｽや施設面の配慮など､子育てを応
援する企業･店舗を｢いたみ子育て応援店｣と
して認定し､子育て家庭が利用しやすい環境
をつくる｡

赤 幼 学 次世代育成課 　

6201

児童生徒が夏休み期間中にﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとして､
地域福祉活動に参加する機会を提供する｡

学 青
市社会福祉協議会
地域・高年福祉課

充
実

福祉講座については、新たな
テーマを追加し、実際の体験学
習や施設の利用者との交流の機
会を取り入れることで、参加者
がより具体的に理解し、学びを
深められるように実施。活動体
験では、子どもたちが興味のあ
る活動に参加できるよう、自治
協にも協力を依頼し、活動の数
を増やして実施した。

6202

小学校高学年を対象に､年間を通してﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱ体験を実施し､福祉活動への関心を高める｡

学
市社会福祉協議会
地域・高年福祉課

充
実

参加小学生による地域のつどい
場（カフェ）づくりを企画から
運営まで実施。開催場所地域の
小学校に参加募集のチラシを配
布し、地域住民と小学生がふれ
あいを通じて交流できる機会づ
くりを重視した。

6203

障がい者ｽﾎﾟｰﾂを通して､障がいのある人へ
の理解を深めるとともに､ｽﾎﾟｰﾂへの参画の
促進とﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の振興を図る｡

学 青
スポーツ振興課
障害福祉課

6204

ｻｲｴﾝｽｼｮｰなどの事業企画から実施､またｲﾍﾞﾝ
ﾄのｻﾎﾟｰﾄ､星空観望会の望遠鏡操作など､科
学館事業の活動ｻﾎﾟｰﾄを行うﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを登録
し事業展開する｡

青 こども文化科学館 　

いたみ子育て家庭応援事業

なつボランティア体験学習

こどもボランティアクラブ

障がい者スポーツへの参画推進

科学館サポーター制度

スポーツクラブ21

おもちゃライブラリー事業

町の先生制度

土曜学習事業
子どもサポーター派遣事業

子ども施策地域推進事業

こんにちは赤ちゃん事業

地域学校協働活動推進事業

学校評価推進事業

コミュニティ・スクール運営充実事業

家庭教育推進事業

男女共同参画社会づくりの啓発事業

仕事と子育て両立への意識啓発

父親の育児参加事業

事業名 成長過程
令和6年度

充実・縮小・中止・廃止の理由

事業名 成長過程
令和6年度

充実・縮小・中止・廃止の理由
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事業
№

事業概要 所　管

6205

子育てｻｰｸﾙへのｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣やｻｰｸﾙﾏｯﾌﾟの
作成､備品貸与､活動場所の確保､講習会の開
催などで､地域の子育てｻｰｸﾙ活動を支援す
る｡

幼 学 青 次世代育成課 　

6206

子育てｻｰｸﾙの代表者が集い､各ｻｰｸﾙの情報交
換､ｲﾍﾞﾝﾄ開催などを通してｻｰｸﾙ間の連携と
ｻｰｸﾙ活動の振興を図る｡

赤 幼 次世代育成課 　

6207

生涯学習ｾﾝﾀｰ及び北部学習ｾﾝﾀｰにおいて､子
育てﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体や登録団体の育児ｻｰｸﾙの活
動を支援するとともに､協働して乳幼児やそ
の保護者を対象としたｲﾍﾞﾝﾄ･講座などを開
催する｡

赤 幼 学 青 社会教育課

6208

地域で自主的に子育て支援活動に取り組む
団体の活動にかかる経費の一部を補助し､地
域の活動を支援する｡(提案公募型)

赤 幼 次世代育成課 　

6209
新
規

様々な青少年に関する事業展開を行う各団
体に対し､運営費の一部を補助する｡ 幼 学 青 次世代育成課 　

基本施策⑦ 安全・安心の子育て社会をつくるための事業の推進

事業
№

事業概要 所　管

7101

阪神北広域こども急病ｾﾝﾀｰを運営する｡明確
なﾄﾘｱｰｼﾞ基準のもとで､後送病院と役割を分
担する｡小児ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰｹｱの医師･看護師の研修
や地域子育て支援ｸﾞﾙｰﾌﾟと連携した適正受
診の指導を実施する｡

赤 幼 学 青 健康政策課 　

7102

外来･入院患者を対象に健康教育､虐待防止､
薬の上手な飲ませ方､子育て初心者の育児相
談などを実施し､子どもが病気の時などの育
児不安の解消を図る｡

赤 幼 学 青 伊丹病院総務課 　

7103

地域の在宅児の健康相談やｹｱを担い､小児医
療の一助となるよう保育所への看護師の配
置を進める｡

赤 幼 幼児教育推進課

7104 <4113の再掲> 　

7105

ﾍﾞﾋﾞｰｶｰの使用者や子どもが安全･安心して
通行できる道路の整備を進めるとともに､道
路を良好な状態に維持するよう管理に努め
る｡歩行者などの交通安全の確保とﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ
化を推進する｡

赤 幼 学 青
道路建設課
道路保全課

　

7106
公園の設計では､特にﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化や遊具など
公園施設の安全確保に配慮する｡ 赤 幼 学 青 公園課 　

7201

教職員及び中学3年生を対象に､心肺蘇生法
実技講習を実施し､教職員の救命技術の向上
を図るとともに､生徒が｢命｣の大切さを考え
る機会とする｡

青 保健体育課 　

7202
自転者利用者の交通安全意識の高揚を図り､
交通ﾙｰﾙの遵守と交通ﾏﾅｰの向上を図る｡ 学 青 保健体育課 　

7203

子どもへの暴力防止ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｢CAP｣を全小学
校4年生に実施し､子どもの安全を確保する
ための自尊感情の向上と危機管理能力を育
成する｡

学 保健体育課 　

7204
新
規

各学校で防犯ﾏﾆｭｱﾙ及び防災ﾏﾆｭｱﾙに基づき､
防犯訓練及び防災訓練を計画的に実施する｡

学 青 保健体育課 　

7205
新
規

就学前の幼児を対象とした､交通ﾙｰﾙの基本
について楽しく学べる教室を実施する｡ 幼 都市安全企画課 　

7206

警察をはじめとする関係機関とともに､交通
安全教室や交通安全啓発ｲﾍﾞﾝﾄを行い､交通
ﾙｰﾙの基礎知識の習得と､交通ﾏﾅｰの向上､徹
底を図る｡

幼 学 青 都市安全企画課

7207

幼稚園年長児を対象に､正しい火の取扱いや
消防に対する理解を深め､幼年期から防火･
防災意識を高める｡

幼 予防課 　

7208
新
規

児童生徒を対象に､防災意識の向上と災害被
害の軽減について作成したﾎﾟｽﾀｰを募集す
る｡

学 青 危機管理室
縮
小

防災センター１階を災害用備蓄
品の保管に活用しており、ポス
ター展示スペースを確保できな
いことから、コンクールを実施
することはできなかったが、防
災センターの阪神大震災のパネ
ル展示や防災備蓄品のサンプル
展示を活用して、児童等の防災
意識向上に努めた。

7301

学校や関係機関及び地域の青少年育成団体
等と連携し､地域ぐるみの愛護活動を推進す
る｡

幼 学 青
総合教育ｾﾝﾀｰ
少年愛護ｾﾝﾀｰ

　

7302

｢白ﾎﾟｽﾄ運動｣による有害図書･DVD等の回収
とともに図書類販売店･ﾋﾞﾃﾞｵﾚﾝﾀﾙ店･ｶﾗｵｹﾊｳ
ｽ･がん具類取扱店の実態調査を行うなど有
害環境総点検活動を行い､地域ぐるみで青少
年にとって健全な環境を整える｡

学 青
総合教育ｾﾝﾀｰ
少年愛護ｾﾝﾀｰ

　

幼年消防クラブ育成事業

防災啓発事業（防災ポスターコンクー
ル・展示会事業など）

青少年街頭補導事業

環境浄化活動

教職員及び中学3年生対象心肺蘇生法講習
会

自転車交通安全教室事業

子どもの安全対策推進事業（CAPプログラ
ム）

学校園防犯訓練・防災教育

幼児交通安全教室

交通安全啓発事業

小児救急医療体制の充実（阪神北広域こ
ども急病センターなど）

小児医療体制の充実（市立伊丹病院な
ど）

保育所等への看護師の配置

24時間健康・医療相談事業

道路安全対策事業

都市公園整備事業

地域子育てバックアップ事業

子ども健全育成団体補助事業

事業名 成長過程
令和6年度

充実・縮小・中止・廃止の理由

成長過程
令和6年度

充実・縮小・中止・廃止の理由

子育て支援センター子育てサークルの活
動支援

子育てサークルネットワーク化の推進

生涯学習センター及び北部学習センター
における子育て支援団体の育成

事業名
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事業
№

事業概要 所　管

7303
地域住民が自主的に行うﾊﾟﾄﾛｰﾙや啓発活動
を支援する｡ 幼 学 青 都市安全企画課 　

7304

ｴﾌｴﾑいたみのFMﾗｼﾞｵ放送とｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
や広報紙などを活用し生活安全情報を提供
する｡

幼 学 青 都市安全企画課 　

7305
所管課職員により随時ﾊﾟﾄﾛｰﾙを実施し､子ど
もを狙った犯罪や事故の未然防止を図る｡ 幼 学 青 都市安全企画課 　

7306
追
加

通学路を中心とした道路や公園などに安全･
安心見守りｶﾒﾗを設置する｡また､ｶﾒﾗと合わ
せ､ﾋﾞｰｺﾝ受信器を設置し､発信器を持った子
どもが近くを通ると､その位置情報を保護者
のｽﾏｰﾄﾌｫﾝ等に通知する｢まちなかﾐﾏﾓﾙﾒ｣を
官民協働事業として実施しており､小学1年
生及び障がい児は無償で利用可能｡

学 青 都市安全企画課
充
実

「まちなかﾐﾏﾓﾙﾒ」の機能拡充と
して、普段通らない場所の受信
器で検知した際、保護者やご家
族のｽﾏｰﾄﾌｫﾝへｱﾗｰﾄ通知が届く機
能を令和7年3月27日にﾘﾘｰｽし
た。

令和6年度
充実・縮小・中止・廃止の理由

地域防犯活動への支援

市民への犯罪情報や地域安全情報の提供

安全パトロール事業

安全・安心見守りネットワーク事業

事業名 成長過程
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③「計画第４章　施策の展開」の評価 （R６追加・充実・縮小・中止・廃止事業の概要）

基本施策① すべての子どもの健全育成に向けた環境の整備

№ 事業名 所　管
Ｒ６追加　 …計画に新たに追加

1134 伊丹こども電子図書館運営事業 図書館/学校教育課/総合教育センター
充実　 …昨年度より充実して実施

1131 中学生佛山市派遣事業 学校教育課

基本施策② すべての子どもが社会を生き抜くことの出来る力の養成

№ 事業名 所　管
Ｒ６追加　 …計画に新たに追加

2219 授業マネジメント向上事業 学校教育課
充実　 …昨年度より充実して実施

2101 幼児教育センター事業 幼児教育推進課
2111 保育士確保事業 教育保育課
2202 放課後学習等推進事業 学校教育課
2217 情報教育推進事業 総合教育ｾﾝﾀｰ
2309 夏休み子ども講座 消費生活ｾﾝﾀｰ
2310 消費生活に係る出前講座 消費生活ｾﾝﾀｰ
2314 スクールサポート事業 学校教育課
2318 伊丹市いじめ・不登校総合対策推進事業 学校教育課

2412 中学校部活動の地域移行推進事業
保健体育課/学校教育課/スポーツ振興課/
文化振興課

2501 学校園施設の整備 施設課
廃止　 …他事業への変更のため廃止

2218 小学校国語科指導員派遣事業 学校教育課

基本施策③ 特別なニーズを持つ子どもが健やかに育つ社会の構築

№ 事業名 所　管
Ｒ６追加　 …計画に新たに追加

3214 こども家庭センター運営事業 母子保健課/こども福祉課
充実　 …昨年度より充実して実施

3101 こども発達支援センター　相談・通所事業 こども発達支援ｾﾝﾀｰ
3102 こども発達支援センター　地域支援事業 こども発達支援ｾﾝﾀｰ
3103 発達支援マネジメント事業 こども発達支援ｾﾝﾀｰ
3112 補装具給付事業 こども福祉課

廃止　 …国の制度変更により廃止
3205 子ども家庭総合支援拠点事業 こども福祉課

基本施策④ 子どもの健やかな育ちと子育て家庭を支援する環境の整備

№ 事業名 所　管
Ｒ６追加　 …計画に新たに追加

4114 ぷれママ＆ふれっしゅママのつどい 母子保健課
4422 新生児聴覚検査費助成 母子保健課

充実　 …昨年度より充実して実施

利用者支援事業
次世代育成課/教育保育課/母子保健課/
こども福祉課

子育て支援センター利用者支援事業 次世代育成課
こども家庭センターによる相談事業 母子保健課/こども福祉課

4304 母子家庭等医療費助成 後期医療福祉課
4404 児童手当給付事業 こども福祉課
4405 児童扶養手当給付事業 こども福祉課
4420 産後ケア事業 母子保健課

縮小　 …事業を再考し縮小
4111 ほっとタイムCｈｉPｓ 母子保健課

基本施策⑤ 多様な考え方や生き方の尊重と家庭と職業生活の両立支援

№ 事業名 所　管
充実　 …昨年度より充実して実施

5202 仕事と子育て両立への意識啓発 男女共同参画課/商工労働課/次世代育成課

基本施策⑥ 子育てを支援する地域における事業の展開

№ 事業名 所　管
充実　 …昨年度より充実して実施

6107 おもちゃライブラリー事業 市社協／地域・高年福祉課
6201 なつボランティア体験学習 市社協／地域・高年福祉課
6202 こどもボランティアクラブ 市社協／地域・高年福祉課

基本施策⑦ 安全・安心の子育て社会をつくるための事業の推進

№ 事業名 所　管
充実　 …昨年度より充実して実施

7306 安全・安心見守りネットワーク事業 都市安全企画課
縮小　 …事業を再考し縮小

7208 防災啓発事業（防災ポスターコンクール・展示会事業など） 危機管理室

4201
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